
【表紙】 
  

  

  

【提出書類】 半期報告書 

【提出先】 関東財務局長 

【提出日】 平成19年12月20日 

【中間会計期間】 第35期中（自 平成19年３月21日 至 平成19年９月20日） 

【会社名】 株式会社 日商インターライフ 

【英訳名】 NISSHO INTER LIFE CO., LTD. 

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長  丹野 成仁 

【本店の所在の場所】 東京都北区東田端二丁目11番１号 

【電話番号】 ０３（３８１０）７１１１(代表) 

【事務連絡者氏名】 執行役員経理部長  正野 達好 

【最寄りの連絡場所】 東京都北区東田端二丁目11番１号 

【電話番号】 ０３（３８１０）７１１１(代表) 

【事務連絡者氏名】 執行役員経理部長  正野 達好 

【縦覧に供する場所】 株式会社ジャスダック証券取引所 

（東京都中央区日本橋茅場町一丁目４番９号） 



第一部【企業情報】 
  

第１【企業の概況】 
  

１【主要な経営指標等の推移】 

提出会社の状況 

（注）１．当社は中間連結財務諸表を作成しておりませんので、連結会計年度にかかる主要な経営指標等の推移については記載し

ておりません。 

２．売上高には消費税等は含まれておりません。 

３．潜在株式調整後１株当たり中間（当期）純利益金額については、潜在株式は存在するものの１株当たり中間（当期）純

損失であるため記載をしておりません。 

  

 

回次 第33期中 第34期中 第35期中 第33期 第34期 

会計期間 

自平成17年 
３月21日 

至平成17年 
９月20日 

自平成18年
３月21日 

至平成18年 
９月20日 

自平成19年
３月21日 

至平成19年 
９月20日 

自平成17年 
３月21日 

至平成18年 
３月20日 

自平成18年
３月21日 

至平成19年 
３月20日 

売上高 (千円) 9,032,682 7,965,111 6,228,542 16,229,430 14,896,873

経常損失 (千円) 209,371 357,186 140,215 457,595 440,529

中間(当期)純損失 (千円) 170,622 266,040 154,646 385,898 446,470

持分法を適用した場合の
投資利益 

(千円) － － － － －

資本金 (千円) 5,018,625 5,018,625 5,018,625 5,018,625 5,018,625

発行済株式総数 (千株) 15,280 15,280 15,280 15,280 15,280

純資産額 (千円) 4,914,199 4,414,280 4,077,960 4,680,641 4,234,383

総資産額 (千円) 10,742,777 8,297,310 6,879,396 9,424,015 7,714,904

１株当たり純資産額 (円) 327.38 293.99 271.59 311.77 282.01

１株当たり中間(当期)純
損失 

(円) 11.39 17.72 10.30 25.74 29.73

潜在株式調整後１株当た
り中間(当期)純利益金額 

(円) － － － － －

１株当たり配当額 (円) － － － － －

自己資本比率 (％) 45.7 53.2 59.3 49.7 54.9

営業活動による 
キャッシュ・フロー 

(千円) △257,597 486,367 △42,584 △387,485 487,968

投資活動による 
キャッシュ・フロー 

(千円) 292,789 915,561 40,764 568,837 1,044,685

財務活動による 
キャッシュ・フロー 

(千円) 76,184 △789,861 △140,918 △708,094 △980,631

現金及び現金同等物の中
間期末(期末)残高 

(千円) 1,480,352 1,454,300 1,251,516 842,232 1,394,255

従業員数 
（外、臨時雇用者数） 

(人) 
217 
（32） 

202
（33） 

187
（29） 

214
（43） 

193 
（25） 



２【事業の内容】 

当中間会計期間において、当社グループ（当社及び当社の関係会社）が営む事業の内容について、重要な変更はありません。

また、主要な関係会社における異動もありません。 

  

３【関係会社の状況】 

当中間会計期間において重要な関係会社の異動はありません。 

  

４【従業員の状況】 

(1）提出会社の状況 

（注）従業員数は就業人員（当社から社外への出向者を除き、社外から当社への出向者は含む。）であり、臨時雇用者数（パート

タイマー、人材会社からの派遣社員を含む。）は、（ ）内に外数で記載しております。 

  

(2）労働組合の状況 

当社には労働組合は結成されておりませんが、労使関係は円満に推移しております。 

  

  

  平成19年９月20日現在

従業員数（人） 
187 
（29） 



第２【事業の状況】 
  

１【業績等の概要】 

（1）業績 

当中間会計期間におけるわが国経済は、個人消費が力強さを欠くものの、企業部門は好調であり、設備投資も底堅く、引き
続き緩やかに拡大して推移いたしました。 
 当業界におきましては、景気回復に伴い大型の複合商業施設の出店が続いており、また、再編される百貨店の改装も増える
など、内装工事の需要は増加基調で推移いたしました。しかしながら、受注競争は厳しく、原材料価格の値上がりなど、経営
環境は予断を許さない状況が続いております。 
 このような状況のもとで、当社は、総合工事業務の再構築として、人材の補強、エンタテインメント分野の受注拡大、原価
低減を図るとともに、専業工事業務の人材強化、重点顧客への対応強化、情報通信業務の収益改善を方針として、制作体制を
改め、収益の改善を図ってまいりました。 
 しかしながら、総合工事業務の粗利率は改善いたしましたが、優良案件の選別受注、エンタテインメント分野の不振によ
り、売上高が計画を下回り、諸経費の抑制に努めたものの営業損失となりました。専業工事業務、情報通信業務は、計画を上
回り堅調に推移いたしました。 
この結果、当中間会計期間の業績は、売上高は6,228百万円(前年同期比21.8％減)、営業損失147百万円(前年同期は378百万

円の損失)、経常損失140百万円(前年同期は357百万円の損失)、中間純損失154百万円(前年同期は266百万円の損失)となりまし
た。 

  

業務別の営業概況は次のとおりであります。 

  

（内装工事業務） 

当業務は専業工事業務と総合工事業務により構成されております。 

専業工事業務 

専業工事業務におきましては、旺盛な百貨店、ショッピングセンターの新装・改装などを受注することができました。
また、人材強化、重点顧客への対応強化、原材料高への対応を図り、利益率改善、受注拡大に努めてまいりました。しか
しながら、人材の補強が充分でなく、前年同期の売上・利益実績を下回りましたが、期初計画の売上・利益は達成いたし
ました。 
この結果、専業工事業務の売上高は2,263百万円（前年同期比9.8％減）、営業利益は73百万円（前年同期比30.8％減）

となりました。 

  

総合工事業務 

総合工事業務におきましては、人材補強による利益の出る体制の再構築、エンタテインメント分野の受注拡大、商業系
デベロッパーへの取り組み強化などに努めてまいりましたが、受注競争の激化及び優良案件の選別受注、パチンコホール
の出店延期などにより受注が減少し、期初計画の売上を下回りました。 

この結果、総合工事業務の売上高は2,720百万円（前年同期比35.4％減）、営業損失217百万円（前年同期は465百万円の

損失）となりました。 

  

（情報通信業務） 

情報通信業務におきましては、販売拠点の再構築、顧客満足度の向上、情報管理体制の向上などにより収益改善に努め
てまいりました。 
この結果、情報通信業務の売上高は1,194百万円（前年同期比0.4％増）、営業損失2百万円（前年同期は20百万円の損

失）となりました。 

  

（不動産業務） 

不動産業務におきましては、不動産の賃貸収入が主であり、不動産業務の売上高は50百万円（前年同期比6.7％減）とな
りました。 

 



（2）キャッシュ・フロー 

当中間会計期間における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、借入金の返済があったこと等により、前事業年
度に比べて142百万円減少し、当中間会計期間末には1,251百万円(前年同期は1,454百万円)となりました。 

  

当中間会計期間中における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は、次のとおりであります。 

  

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

営業活動の結果使用した資金は42百万円(前年同期は486百万円の獲得)となりました。 

これは主に、税引前中間純損失148百万円に売上債権の減少額419百万円、たな卸資産の減少額121百万円、仕入債務の減少額

402百万円および未払金の減少額35百万円等を反映したものであります。 

  

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

投資活動により得られた資金は40百万円(前年同期は915百万円の獲得)となりました。 

これは主に、投資有価証券の売却による収入が38百万円あったこと等によるものであります。 

  

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

財務活動の結果使用した資金は140百万円(前年同期は789百万円の使用)となりました。 

これは主に、借入の返済110百万円及び社債の償還25百万円の支出があったこと等によるものです。 
  

 



２【生産、受注及び販売の状況】 

(1）生産実績 

 当中間会計期間の生産実績を事業部門別に示すと、次のとおりであります。 

 （注）１．金額は販売価格によっております。 

２．上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

  

(2）受注状況 

 当中間会計期間の受注状況を事業部門別に示すと、次のとおりであります。 

  

(3）販売実績 

 当中間会計期間の販売実績を事業部門別に示すと、次のとおりであります。 

 （注）１．上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

２．主な相手先の販売実績及び当該販売実績の総販売実績に対する割合 

（注） 当中間会計期間は、相手先別の販売実績の総販売実績に対する割合が100分の10未満であるため相手先につ

いては記載を省略しております。 

  

 

事業部門の名称 金       額（千円） 前年同期比（％） 

内装工事業務 4,858,278 73.5 

情報通信業務 － － 

不動産業務 － － 

合計 4,858,278 73.5 

事業部門の名称 受注高（千円） 前年同期比（％） 受注残高（千円） 前年同期比（％）

内装工事業務 4,944,058 72.4 1,460,584 64.6 

情報通信業務 － － － － 

不動産業務 － － － － 

合計 4,944,058 72.4 1,460,584 64.6 

事業部門の名称 金       額（千円） 前年同期比（％） 

内装工事業務 4,983,464 74.2 

情報通信業務 1,194,618 100.4 

不動産業務 50,459 93.3 

合計 6,228,542 78.2 

相手先 
前中間会計期間 当中間会計期間 

販売高（千円） 割合（％） 販売高（千円） 割合（％）

㈱ラウンドワン 953,292 12.0 － － 

合計 953,292 12.0 － － 



３【対処すべき課題】 
当社は営業力の強化と原価管理の徹底を最重要課題として認識し、お客様へ店舗開発の優良な情報を提供するとともに、業務

の効率化・合理化により経費削減を一層進めて、原価・在庫・債権・与信などの管理を徹底し、キャッシュ・フローの改善を目
指してまいります。 
専業工事業務においては、人材の確保と育成による営業基盤の強化、総合工事業務においては、セガサミーグループ企業との

ネットワーク強化、新台展示会・イベントなどのプロモーション事業の拡大、商業系デベロッパーとの関係強化などを実行して
まいります。また、情報通信業務においては、携帯電話販売の拠点再構築、コーポレート業務では、内部統制システムの構築を
通じた業務改善を推し進めるなど、全社一丸となり、収益の改善を図ってまいります。 

当中間会計期間における進捗状況は、専業工事業務においては、人材確保に努めてまいりしたが、人材の補強は充分には出来

ませんでした。引き続き、人材募集の実施と社員、若手職人などの技能向上に向けた研修・教育を実施してまいります。総合工

事業務においては、セガサミーグループからの工事発注を受ける「 SSG事業部 」を新設し、グループ内外からのゲーム施設・パ

チンコホール関連・各種イベントの受注、対応を強化いたしました。また、制作部を営業部内に配置するとともに、制作に精通

した人材を外部より招聘し、補強いたしました。これにより、見積もりの精度アップ、工程管理の徹底など、意識改革を含めた

成果が出始め、売上総利益率の改善に寄与しております。並びに、百貨店、大型商業施設を企画開発する商業系デベロッパーと

の取り組みも強化され、下期の流通業関連の受注拡大に繋げてまいります。情報通信業務においては、販売拠点の統合を実施

し、人員配置の効率性を高めております。 

当社は、上記のように全社をあげて課題に取り組み、諸施策を着実に実行してまいります。 

  

４【経営上の重要な契約等】 

 当中間会計期間において、新たに締結した経営上の重要な契約等はありません。 

  

５【研究開発活動】 

 特記すべき事項はありません。 

  



第３【設備の状況】 
  

１【主要な設備の状況】 

当中間会計期間において、コーポレート本部の拠点の移転をしております。 

これに伴い事務所内設備を中心に4,193千円の設備投資を実施しました。 

  

その設備投資の状況は次のとおりです。 

（注）１．上記金額には消費税等は含まれておりません。 

２．従業員数の（ ）は、臨時従業員数であり外書しております。 

  

２【設備の新設、除却等の計画】 

情報通信業務において、販売店舗移転に伴う設備の新設及び除却を計画しております。 

設備の新設計画は、次のとおりであります。 

  

設備の除却予定は、次のとおりであります。 

  

  

事業所名 
（所在地） 

事業部門
別の名称 

設備の内容 

帳簿価額
従業 
員数 

（人） 
完了年月 建物及び

構築物 
（千円） 

機械装置
及び運搬
具 
（千円） 

土地
（千円） 
（面積㎡）

工具・器
具・備品 
（千円） 

合計
（千円）

ＵＢＧ東池袋ビル 全社統括
業務 

事務所 2,730 － － 1,462 4,193
17 

平成19年8月 
（東京都豊島区） （6） 

事業所名 
（所在地） 

事業部門別の名
称 

設備の内容 投資金額 資金調達方法 完了年月 
（千円）

ドコモショップ石神井公園店 
情報通信業務 

販売設備
9,648 自己資金 平成19年11月 

（東京都練馬区） （店舗）
ａｕショップ赤坂店 

情報通信業務 
販売設備

6,435 自己資金 平成19年11月 
（東京都港区） （店舗）

事業所名 
（所在地） 

事業部門別の
名称 

設備の内容

帳簿価額

完了年月 
建物及び構築物

（千円） 

工具・器具・
備品 

（千円） 

合計
（千円） 

ドコモスポット上石神井店 情報通信業務 販売設備 1,103 539 1,642 平成19年11月 
（東京都練馬区） （店舗） 

ａｕショップ赤坂店 
情報通信業務 

販売設備 
3,860 1,022 4,883 平成19年11月 

（東京都港区） (店舗） 



第４【提出会社の状況】 
  

１【株式等の状況】 

(1）【株式の総数等】 

①【株式の総数】 

  

②【発行済株式】 

 （注） 「提出日現在発行数」欄には、平成19年12月１日以降提出日までの新株予約権の行使により発行された株式数は含まれて

おりません。 

  

 

種類 発行可能株式総数（株） 

普通株式 61,120,000 

計 61,120,000 

種類 
中間会計期間末現在発行
数（株） 
（平成19年９月20日） 

提出日現在発行数（株）
（平成19年12月20日） 

上場金融商品取引所名
又は登録認可金融商品
取引業協会名 

内容 

普通株式 15,280,000 15,280,000 ジャスダック証券取引所 － 

計 15,280,000 15,280,000 － － 



(2）【新株予約権等の状況】 

 旧商法第280条ノ20及び第280条ノ21の規定に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。 

①平成15年８月19日定時株主総会決議 

  

 

  
中間会計期間末現在
（平成19年９月20日） 

提出日の前月末現在 
（平成19年11月30日） 

新株予約権の数（個） 1,010 1,010 

新株予約権のうち自己新株予約権の数（個） － － 

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 同左 

新株予約権の目的となる株式の数（株） 101,000 101,000 

新株予約権の行使時の払込金額（円） 341 同左 

新株予約権の行使期間 
自 平成17年８月21日
至 平成20年８月20日 

同左 

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の
発行価格及び資本組入額（円） 

発行価格   341
資本組入額    171 

同左 

新株予約権の行使の条件 

①各新株予約権の一部行
使はできないこととす
る。 

②上記の他、新株予約権
者から当社への新株予
約権返還事由、新株予
約権の行使の制限その
他に関して新株予約権
割当契約に定めるもの
とする。 

同左 

新株予約権の譲渡に関する事項 
新株予約権を譲渡すると
きは当社取締役会の承認
を要するものとする。 

同左 

代用払込みに関する事項 － － 

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 － － 



②平成16年８月19日定時株主総会決議 

  

(3）【ライツプランの内容】 

該当事項はありません。 

 

  
中間会計期間末現在
（平成19年９月20日） 

提出日の前月末現在 
（平成19年11月30日） 

新株予約権の数（個） 1,590 1,580 

新株予約権のうち自己新株予約権の数（個） － － 

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 同左 

新株予約権の目的となる株式の数（株） 159,000 158,000 

新株予約権の行使時の払込金額（円） 515 同左 

新株予約権の行使期間 
自 平成18年８月21日
至 平成21年８月20日 

同左 

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の
発行価格及び資本組入額（円） 

発行価格   515
資本組入額    258 

同左 

新株予約権の行使の条件 

①各新株予約権の一部行
使はできないこととす
る。 

②上記の他、新株予約権
者から当社への新株予
約権返還事由、新株予
約権の行使の制限その
他に関して新株予約権
割当契約に定めるもの
とする。 

同左 

新株予約権の譲渡に関する事項 
新株予約権を譲渡すると
きは当社取締役会の承認
を要するものとする。 

同左 

代用払込みに関する事項 － － 

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 － － 



(4）【発行済株式総数、資本金等の状況】 

  

(5）【大株主の状況】 

 （注） １．上記のほか、当社保有の自己株式が264.8千株（発行済株式総数に対する所有株式数の割合1.73％）あります。 

     ２．上記日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口)の所有株式数のうち信託業務に係る株式数は投資信託設定

分326.6千株であります。 

  

 

年月日 
発行済株式
総数増減数 
（千株） 

発行済株式
総数残高 
（千株） 

資本金増減
額（千円） 

資本金残高
（千円） 

資本準備金
増減額 
（千円） 

資本準備金
残高 
（千円） 

平成19年３月21日～ 
平成19年９月20日 

－ 15,280 － 5,018,625 － 224,261

    平成19年９月20日現在

氏名又は名称 住所
所有株式数
（千株） 

発行済株式総数に
対する所有株式数
の割合（％） 

セガサミーホールディング
ス株式会社 

東京都港区東新橋１－９－２ 7,714.4 50.48 

天井 次夫 東京都荒川区 959.1 6.27 

日本トラスティ・サービス
信託銀行株式会社(信託口) 

東京都中央区晴海１－８－１１ 326.6 2.13 

日商インターライフ取引先
持株会 

東京都豊島区東池袋２－２３－２ 288.2 1.88 

原  幸一郎 大阪府堺市南区 215.1 1.40 

日本証券金融株式会社 東京都中央区日本橋茅場町１－２－１０ 151.8 0.99 

斉藤 彰則 東京都江戸川区 133.6 0.87 

株式会社日本エル・シー・
エー 

京都府京都市中京区烏丸通錦小路下ル笋町
691 

133.0 0.87 

天井 全兄 東京都荒川区 117.5 0.76 

日商インターライフ社員持
株会 

東京都豊島区東池袋２－２３－２ 102.9 0.67 

計 － 10,142.2 66.37 



(6）【議決権の状況】 

①【発行済株式】 

 （注） 「完全議決権株式（その他）」の欄には、証券保管振替機構名義の株式が4,000株（議決権の数40個）含まれております。

  

②【自己株式等】 

  

２【株価の推移】 

【当該中間会計期間における月別 高・ 低株価】 

 （注） 高・ 低株価は、ジャスダック証券取引所におけるものであります。 

  

３【役員の状況】 

 前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当半期報告書の提出日までにおいて、役員の異動はありません。 

 

  平成19年９月20日現在

区分 株式数（株） 議決権の数（個） 内容 

無議決権株式 － － － 

議決権制限株式（自己株式等） － － － 

議決権制限株式（その他） － － － 

完全議決権株式（自己株式等） 
（自己保有株式）
普通株式  264,800 

－ － 

完全議決権株式（その他） 普通株式 15,015,200 150,152 － 

単元未満株式 － － － 

発行済株式総数 15,280,000 － － 

総株主の議決権 － 150,152 － 

     平成19年９月20日現在

所有者の氏名又は名称 所有者の住所 
自己名義所有
株式数（株） 

他人名義所有
株式数（株） 

所有株式数の
合計（株） 

発行済株式総数
に対する所有株
式数の割合 

（％） 

（自己保有株式） 
㈱日商インターライフ 

東京都北区東田端 
二丁目11番１号 

264,800 － 264,800 1.73

計 － 264,800 － 264,800 1.73

月別 平成19年４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 

高（円） 218 195 181 201 171 163

低（円） 176 161 155 164 138 111



第５【経理の状況】 
  

１．中間財務諸表の作成方法について 

  当社の中間財務諸表は「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和52年大蔵省令第38号。以下「中間財

務諸表等規則」という。）に基づいて作成し、「建設業法施行規則」（昭和24年建設省令第14号）に準じて記載しております。 

 なお、前中間会計期間（平成18年３月21日から平成18年９月20日まで）は、改正前の中間財務諸表等規則に基づき、当中間会

計期間（平成19年３月21日から平成19年９月20日まで）は、改正後の中間財務諸表等規則に基づいて作成しております。 

  

２．監査証明について 

 当社は、証券取引法第193条の２の規定に基づき、前中間会計期間（平成18年３月21日から平成18年９月20日まで）の中間財務

諸表について、並びに、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、当中間会計期間（平成19年３月21日から平成19年９

月20日まで）の中間財務諸表について、あずさ監査法人による中間監査を受けております。 

  

３．中間連結財務諸表について 

 当社は子会社がありませんので、中間連結財務諸表を作成しておりません。 

  

  



【中間財務諸表等】 

(1）【中間財務諸表】 

①【中間貸借対照表】 

 

    
前中間会計期間末 

（平成18年９月20日） 
当中間会計期間末

（平成19年９月20日） 
前事業年度の要約貸借対照表

（平成19年３月20日） 

区分 
注記 
番号 

金額（千円） 
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円） 
構成比
（％）

（資産の部）          

Ⅰ 流動資産          

１．現金及び預金   1,454,539   1,251,770 1,394,375  

２．受取手形   690,618   547,016 498,773  

３．完成工事未収入金   2,793,791   1,959,614 2,411,513  

４．売掛金   149,868   201,696 267,131  

５．たな卸資産   867,623   927,400 1,054,292  

６．その他   40,448   38,292 28,730  

貸倒引当金   △ 1,817   △ 5,145 △ 1,270  

流動資産合計     5,995,072 72.3 4,920,644 71.5   5,653,545 73.3

Ⅱ 固定資産          

１．有形固定資産 ※１        

(1）建物   517,679   454,441 464,358  

(2）土地   442,685   328,302 328,302  

(3）その他   30,748 
  
  

18,307 19,803  

有形固定資産合計   991,113   11.9 801,051 11.7 812,463   10.5

２．無形固定資産          

(1）借地権   464,600   464,600 464,600  

(2）その他   18,199   15,631 16,281  

無形固定資産合計   482,799   5.8 480,231 7.0 480,881   6.2

３．投資その他の資産          

(1）投資有価証券   527,131   476,570 523,155  

(2）破産債権、再生
債権、更生債権
その他これらに
準ずる債権 

  475,579   467,890 455,942  

(3）その他   323,937   250,977 287,071  

貸倒引当金   △498,322   △517,970 △498,155  

投資その他の資産
合計 

  828,325   10.0 677,468 9.8 768,013   10.0

固定資産合計     2,302,238 27.7 1,958,751 28.5   2,061,358 26.7

資産合計     8,297,310 100.0 6,879,396 100.0   7,714,904 100.0

           



 

    
前中間会計期間末 

（平成18年９月20日） 
当中間会計期間末

（平成19年９月20日） 
前事業年度の要約貸借対照表

（平成19年３月20日） 

区分 
注記 
番号 

金額（千円） 
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円） 
構成比
（％）

（負債の部）          

Ⅰ 流動負債          

１．支払手形   1,398,843   936,131 1,104,536  

２．工事未払金   1,122,304   1,049,925 1,196,917  

３．買掛金   106,934   141,205 228,083  

４．１年以内返済予定
長期借入金 

  270,000   100,000 160,000  

５．１年以内償還予定
社債 

  50,000   － 25,000  

６．未払法人税等   14,733   12,469 26,052  

７．未払消費税等 ※２ 33,202   12,213 28,062  

８．賞与引当金   66,463   63,712 65,853  

９．完成工事補償引当
金 

  4,631   7,574 8,126  

10．その他   560,733   324,167 405,211  

流動負債合計     3,627,846 43.7 2,647,399 38.5   3,247,844 42.1

Ⅱ 固定負債          

１．長期借入金   150,000   50,000 100,000  

２．役員退職慰労引当
金 

  23,296   15,474 26,013  

３．執行役員退職慰労
引当金 

  17,471   17,471 19,545  

４．退職給付引当金   19,098   6,940 8,956  

５．その他   45,317   64,150 78,161  

固定負債合計     255,183 3.1 154,036 2.2   232,676 3.0

負債合計     3,883,029 46.8 2,801,435 40.7   3,480,520 45.1

           



  

  

    
前中間会計期間末 

（平成18年９月20日） 
当中間会計期間末

（平成19年９月20日） 
前事業年度の要約貸借対照表

（平成19年３月20日） 

区分 
注記 
番号 

金額（千円） 
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円） 
構成比
（％）

（純資産の部）          

Ⅰ 株主資本          

１．資本金     5,018,625 60.5 5,018,625 72.9   5,018,625 65.0

２．資本剰余金          

(1）資本準備金   224,261   224,261 224,261  

資本剰余金合計     224,261 2.7 224,261 3.3   224,261 2.9

３．利益剰余金          

(1）その他利益剰余
金 

         

繰越利益剰余金   △664,077   △999,153 △844,507  

利益剰余金合計     △664,077 △8.0 △999,153 △14.5   △844,507 △10.9

４．自己株式     △164,996 △2.0 △164,996 △ 2.4   △164,996 △ 2.1

株主資本合計     4,413,813 53.2 4,078,737 59.3   4,233,383 54.9

Ⅱ 評価・換算差額等          

その他有価証券評価
差額金 

    467 0.0 △  776 △ 0.0   1,000 0.0

評価・換算差額等合
計 

    467 0.0 △  776 △ 0.0   1,000 0.0

純資産合計     4,414,280 53.2 4,077,960 59.3   4,234,383 54.9

負債純資産合計     8,297,310 100.0 6,879,396 100.0   7,714,904 100.0

           



②【中間損益計算書】 

  

  

    
前中間会計期間 

（自 平成18年３月21日 
至 平成18年９月20日） 

当中間会計期間
（自 平成19年３月21日 
至 平成19年９月20日） 

前事業年度の要約損益計算書
（自 平成18年３月21日 
至 平成19年３月20日） 

区分 
注記 
番号 

金額（千円） 
百分比
（％）

金額（千円）
百分比
（％）

金額（千円） 
百分比
（％）

Ⅰ 売上高     7,965,111 100.0 6,228,542 100.0   14,896,873 100.0

Ⅱ 売上原価     7,151,412 89.8 5,330,634 85.6   13,115,514 88.0

売上総利益     813,699 10.2 897,908 14.4   1,781,359 12.0

Ⅲ 販売費及び一般管理
費 

    1,192,471 15.0 1,044,958 16.8   2,244,744 15.1

営業損失     378,772 △4.8 147,050 △2.4   463,385 △3.1

Ⅳ 営業外収益 ※１   37,725 0.5 18,152 0.3   50,156 0.3

Ⅴ 営業外費用 ※２   16,139 0.2 11,317 0.2   27,300 0.2

経常損失     357,186 △4.5 140,215 △2.3   440,529 △3.0

Ⅵ 特別利益 ※３   126,629 1.6 － －   134,541 0.9

Ⅶ 特別損失 ※４,５   27,236 0.3 8,371 0.1   120,829 0.8

税引前中間(当期)
純損失 

    257,793 △3.2 148,586 △2.4   426,817 △2.9

法人税、住民税及
び事業税 

    8,247 0.1 6,059 0.1   19,652 0.1

中間(当期)純損失     266,040 △3.3 154,646 △2.5   446,470 △3.0

           



③【中間株主資本等変動計算書】 

前中間会計期間（自平成18年3月21日 至平成18年9月20日） 

  

  

 

  

株主資本

資本金 

資本剰余金 利益剰余金

自己株式 株主資本合計
資本準備金 

資本剰余金
合計 

その他利益
 剰余金 利益剰余金

合計 繰越利益  
剰余金 

平成18年3月20日 残高（千円） 5,018,625 224,261 224,261 △397,472 △397,472 △166,242 4,679,172

中間会計期間中の変動額    

中間純利益   △266,040 △266,040   △266,040

自己株式の処分   △  564 △  564 1,246 682

株主資本以外の項目の中間会計
期間中の変動額（純額） 

    －

中間会計期間中の変動額合計 
（千円） 

－ － － △266,604 △266,604 1,246 △265,358

平成18年９月20日 残高（千円） 5,018,625 224,261 224,261 △664,077 △664,077 △164,996 4,413,813

  

評価・換算差額等 

純資産合計
その他有価証券
評価差額金 

評価・換算差額
等合計 

平成18年３月20日 残高（千円） 1,468 1,468 4,680,641

中間会計期間中の変動額  

中間純利益   － △266,040

自己株式の処分   － 682

株主資本以外の項目の中間会計
期間中の変動額（純額） 

△1,001 △1,001 △ 1,001

中間会計期間中の変動額合計 
（千円） 

△1,001 △1,001 △266,360

平成18年９月20日 残高（千円） 467 467 4,414,280



当中間会計期間（自平成19年3月21日 至平成19年9月20日） 

  

  

 

  

株主資本

資本金 

資本剰余金 利益剰余金

自己株式 株主資本合計
資本準備金 

資本剰余金
合計 

その他利益
 剰余金 利益剰余金

合計 繰越利益  
剰余金 

平成19年3月20日 残高（千円） 5,018,625 224,261 224,261 △844,507 △844,507 △164,996 4,233,383

中間会計期間中の変動額    

中間純利益   △154,646 △154,646   △154,646

自己株式の処分     －

株主資本以外の項目の中間会計
期間中の変動額（純額） 

    －

中間会計期間中の変動額合計 
（千円） 

－ － － △154,646 △154,646 － △154,646

平成19年９月20日 残高（千円） 5,018,625 224,261 224,261 △999,153 △999,153 △164,996 4,078,737

  

評価・換算差額等 

純資産合計
その他有価証券
評価差額金 

評価・換算差額
等合計 

平成19年３月20日 残高（千円） 1,000 1,000 4,234,383

中間会計期間中の変動額  

中間純利益   － △154,646

自己株式の処分   － －

株主資本以外の項目の中間会計
期間中の変動額（純額） 

△1,777 △1,777 △ 1,777

中間会計期間中の変動額合計 
（千円） 

△1,777 △1,777 △156,423

平成19年９月20日 残高（千円） △ 776 △ 776 4,077,960



前事業年度の株主資本等変動計算書（自平成18年3月21日 至平成19年3月20日） 

  

  

  

  

株主資本

資本金 

資本剰余金 利益剰余金

自己株式 株主資本合計
資本準備金 

資本剰余金
合計 

その他利益
 剰余金 利益剰余金

合計 繰越利益  
剰余金 

平成18年3月20日 残高（千円） 5,018,625 224,261 224,261 △397,472 △397,472 △166,242 4,679,172

事業年度中の変動額    

当期純利益   △446,470 △446,470   △446,470

自己株式の処分   △  564 △  564 1,246 682

株主資本以外の項目の事業年度
中の変動額（純額） 

    －

事業年度中の変動額合計（千円） － － － △447,034 △447,034 1,246 △445,788

平成19年３月20日 残高（千円） 5,018,625 224,261 224,261 △844,507 △844,507 △164,996 4,233,383

  

評価・換算差額等 

純資産合計
その他有価証券
評価差額金 

評価・換算差額
等合計 

平成18年３月20日 残高（千円） 1,468 1,468 4,680,641

事業年度中の変動額  

当期純利益   － △446,470

自己株式の処分   － 682

株主資本以外の項目の事業年度
中の変動額（純額） 

△468 △468 △  468

事業年度中の変動額合計（千円） △468 △468 △446,257

平成19年３月20日 残高（千円） 1,000 1,000 4,234,383



④【中間キャッシュ・フロー計算書】 

 

    

前中間会計期間
  
  

（自 平成18年３月21日 
至 平成18年９月20日）

当中間会計期間
  
  

（自 平成19年３月21日 
至 平成19年９月20日）

前事業年度の要約 
キャッシュ・フロー 

計算書 
（自 平成18年３月21日 
至 平成19年３月20日）

区分 
注記 
番号 

金額（千円） 金額（千円） 金額（千円） 

Ⅰ 営業活動によるキャッ
シュ・フロー 

  

税引前中間（当期）
純損失 

  △257,793 △148,586 △426,817 

減価償却費   24,109 17,340 48,568 

減損損失   － － 40,398 

貸倒引当金の増減額   42,667 23,689 41,954 

役員退職慰労引当金
の増減額 

  △ 19,779 △ 1,779 △ 17,062 

執行役員退職慰労引
当金の増減額 

  △ 14,085 △ 10,833 △ 12,011 

受取利息及び受取配
当金 

  △ 3,250 △ 4,983 △ 9,289 

支払利息   12,443 4,844 19,306 

固定資産売却益   △ 95,708 － △101,420 

固定資産売却損   3,585 － 11,101 

固定資産除却損   3,408 2,393 6,901 

投資有価証券評価損   6,325 5,052 11,232 

売上債権の増減額   685,102 419,488 1,149,112 

たな卸資産の増減額   175,713 121,038 △ 10,955 

仕入債務の増減額   △ 80,132 △402,275 △176,314 

未払消費税等の増減
額 

  9,167 △ 15,849 4,027 

未払金の増減額   80,521 △ 35,494 △ 31,623 

その他   △ 60,454 1,956 △ 31,553 

小計   511,839 △ 23,998 515,553 

利息及び配当金の受
取額 

  3,238 5,028 9,220 

利息の支払額   △ 12,234 △ 4,780 △ 19,200 

法人税等の支払額   △ 16,475 △ 18,833 △ 17,605 

営業活動によるキャッ
シュ・フロー 

  486,367 △ 42,584 487,968 



  

  

  次へ 

    

前中間会計期間
  
  

（自 平成18年３月21日 
至 平成18年９月20日）

当中間会計期間
  
  

（自 平成19年３月21日 
至 平成19年９月20日）

前事業年度の要約 
キャッシュ・フロー 

計算書 
（自 平成18年３月21日 
至 平成19年３月20日）

区分 
注記 
番号 

金額（千円） 金額（千円） 金額（千円） 

Ⅱ 投資活動によるキャッ
シュ・フロー 

  

有形固定資産の取得
による支出 

  △  13,795 △  933 △  29,360 

有形固定資産の売却
による収入 

  917,739 － 1,059,474 

投資有価証券の取得
による支出 

  △618 △  653 △  1,245 

投資有価証券の売却
による収入 

  － 38,780 － 

貸付金の回収による
収入 

  4,931 990 6,277 

その他   7,303 2,580 9,539 

投資活動によるキャッ
シュ・フロー 

  915,561 40,764 1,044,685 

Ⅲ 財務活動によるキャッ
シュ・フロー 

  

短期借入れによる収
入 

  1,700,000 250,000 2,500,000 

短期借入金の返済に
よる支出 

  △2,300,000 △250,000 △3,100,000 

長期借入金の返済に
よる支出 

  △ 160,000 △110,000 △ 320,000 

社債の償還による支
出 

  △  25,000 △ 25,000 △  50,000 

自己株式の売却によ
る収入 

  682 － 682 

配当金の支払額   △   148 △  267 △266 

その他   △  5,395 △ 5,651 △  11,046 

財務活動によるキャッ
シュ・フロー 

  △ 789,861 △140,918 △ 980,631 

Ⅳ 現金及び現金同等物の
増加額（△減少額） 

  612,067 △142,738 552,022 

Ⅴ 現金及び現金同等物の
期首残高 

  842,232 1,394,255 842,232 

Ⅵ 現金及び現金同等物の
中間期末（期末）残高 

※ 1,454,300 1,251,516 1,394,255 

    



中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項 

  

 

項目 
前中間会計期間 

（自 平成18年３月21日 
至 平成18年９月20日） 

当中間会計期間
（自 平成19年３月21日 
至 平成19年９月20日） 

前事業年度 
（自 平成18年３月21日 
至 平成19年３月20日） 

１．資産の評価基準及び評価

方法 

(1）有価証券 (1）有価証券 (1）有価証券 

その他有価証券 その他有価証券 その他有価証券 

  時価のあるもの 時価のあるもの 時価のあるもの 

  中間決算日の市場価格等

に基づく時価法（評価差

額は全部純資産直入法に

より処理し、売却原価は

移動平均法により算定） 

同左 決算日の市場価格等に基

づく時価法（評価差額は

全部純資産直入法により

処理し、売却原価は移動

平均法により算定） 

  時価のないもの 時価のないもの 時価のないもの 

  移動平均法による原価法 同左 同左 

  (2）たな卸資産 (2）たな卸資産 (2）たな卸資産 

  商品、原材料 商品、原材料 商品、原材料 

  ……移動平均法による原価法 

ただし、移動体通信事業

に係る商品については総

平均法による原価法 

……同左 

  

  

  

……同左 

  

  

  

  販売用不動産、未成工事支出

金 

販売用不動産、未成工事支出

金 

販売用不動産、未成工事支出

金 

  ……個別法による原価法 ……同左 ……同左 

  貯蔵品 貯蔵品 貯蔵品 

  …… 終仕入原価法 ……同左 ……同左 

２．固定資産の減価償却の方

法 

(1）有形固定資産 (1）有形固定資産 (1）有形固定資産 

 定率法（ただし、平成10年４

月１日以降に取得した建物（建

物附属設備を除く）については

定額法）を採用しております。 

 なお、主な耐用年数は次のと

おりであります。 

 定率法（ただし、平成10年４

月１日以降に取得した建物（建

物附属設備を除く）については

定額法）を採用しております。 

 なお、主な耐用年数は次のと

おりであります。 

 定率法（ただし、平成10年４

月１日以降に取得した建物（建

物附属設備を除く）については

定額法）を採用しております。 

 なお、主な耐用年数は次のと

おりであります。 

   建物   ３年～58年 

 その他  ２年～20年 

 建物   ３年～50年 

 その他  ３年～20年 

 建物   ３年～58年 

 その他  ２年～20年 

    （会計方針の変更）   

     法人税法の改正に伴い、当

中間会計期間より、平成19年

４月１日以降に取得した有形

固定資産について、改正後の

法人税法に基づく減価償却の

方法に変更しております。 

 当該変更に伴う損益に与え

る影響は軽微であります。 

  

  (2）無形固定資産及び長期前払費

用 

(2）無形固定資産及び長期前払費

用 

(2）無形固定資産及び長期前払費

用 

   定額法を採用しております。 

 ただし、ソフトウェア（自社

利用）については、社内におけ

る見込利用可能期間（５年）に

基づく定額法を採用しておりま

す。 

同左 同左 



  

 

項目 
前中間会計期間 

（自 平成18年３月21日 
至 平成18年９月20日） 

当中間会計期間
（自 平成19年３月21日 
至 平成19年９月20日） 

前事業年度 
（自 平成18年３月21日 
至 平成19年３月20日） 

３．引当金の計上基準 (1）貸倒引当金 (1）貸倒引当金 (1）貸倒引当金 

   債権等の貸倒れによる損失に

備えるため、一般債権について

は貸倒実績率により、貸倒懸念

債権等特定の債権については個

別に回収可能性を勘案し、回収

不能見込額を計上しておりま

す。 

同左 同左 

  (2）賞与引当金 (2）賞与引当金 (2）賞与引当金 

   従業員に対して支給する賞与

の支出に充てるため、支給見込

額に基づき計上しております。 

同左 同左 

  (3）完成工事補償引当金 (3）完成工事補償引当金 (3）完成工事補償引当金 

   商業施設制作業務に係る瑕疵

担保の費用については、当中間

期に至る６ヶ月間の商業施設制

作業務完成工事高に対し、前２

事業年度の実績率を基礎に将来

の支払見込を加味して計上して

おります。 

同左  商業施設制作業務に係る瑕疵

担保の費用については、当期に

至る１年間の商業施設制作業務

完成工事高に対し、前２事業年

度の実績率を基礎に将来の支払

見込を加味して計上しておりま

す。 

  (4）退職給付引当金 (4）退職給付引当金 (4）退職給付引当金 

   従業員の退職給付に備えるた

め、当中間会計期間末における

退職給付債務及び年金資産の見

込額に基づき計上しておりま

す。 

同左  従業員の退職給付に備えるた

め、当事業年度末における退職

給付債務及び年金資産の見込額

に基づき計上しております。 

  (5）役員退職慰労引当金及び執行

役員退職慰労引当金 

(5）役員退職慰労引当金及び執行

役員退職慰労引当金 

(5）役員退職慰労引当金及び執行

役員退職慰労引当金 

   役員及び執行役員への退職慰

労金支給に備えるため、内規に

よる必要額を計上しておりま

す。 

同左 同左 

４．外貨建の資産又は負債の

本邦通貨への換算基準 

 外貨建金銭債権債務は、中間決

算日の直物為替相場により円貨に

換算し、換算差額は損益として処

理しております。 

同左  外貨建金銭債権債務は、期末日

の直物為替相場により円貨に換算

し、換算差額は損益として処理し

ております。 

５．リース取引の処理方法  リース物件の所有権が借主に移

転すると認められるもの以外のフ

ァイナンス・リース取引について

は、通常の賃貸借取引に係る方法

に準じた会計処理によっておりま

す。 

同左 同左 



  

 

項目 
前中間会計期間 

（自 平成18年３月21日 
至 平成18年９月20日） 

当中間会計期間
（自 平成19年３月21日 
至 平成19年９月20日） 

前事業年度 
（自 平成18年３月21日 
至 平成19年３月20日） 

６．ヘッジ会計の方法 (1）ヘッジ会計の方法 ───── (1）ヘッジ会計の方法 

   金利スワップ取引について

は、特例処理の要件を満たして

おりますので、特例処理を採用

しております。 

   金利スワップ取引について

は、特例処理の要件を満たして

おりますので、特例処理を採用

しております。 

  (2）ヘッジ手段とヘッジ対象    (2）ヘッジ手段とヘッジ対象 

   ヘッジ手段…金利スワップ取

引 

 ヘッジ対象…借入利息 

   ヘッジ手段…金利スワップ取

引 

 ヘッジ対象…借入利息 

  (3）ヘッジ方針    (3）ヘッジ方針 

   借入金利の将来の金利変動リ

スクをヘッジする目的にのみ取

引を限定する方針であります。 

   借入金利の将来の金利変動リ

スクをヘッジする目的にのみ取

引を限定する方針であります。 

  (4）ヘッジ有効性評価の方法    (4）ヘッジ有効性評価の方法 

   当社の行っている金利スワッ

プ取引は、その全てが特例処理

の要件を満たしているため、そ

の判定をもってヘッジ有効性評

価の判定に代えております。 

   当社の行っている金利スワッ

プ取引は、その全てが特例処理

の要件を満たしているため、そ

の判定をもってヘッジ有効性評

価の判定に代えております。 

７．中間キャッシュ・フロー

計算書（キャッシュ・フ

ロー計算書）における資

金の範囲 

 手許現金、随時引き出し可能な

預金及び容易に換金可能であり、

かつ、価値の変動について僅少な

リスクしか負わない取得日から３

ヶ月以内に償還期限の到来する短

期投資からなっております。 

同左 同左 

８．その他中間財務諸表（財

務諸表）作成のための基

本となる重要な事項 

消費税等の会計処理 消費税等の会計処理 消費税等の会計処理 

 消費税等の会計処理は税抜方式

を採用しております。 

同左 同左 



中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更 

  

表示方法の変更 

  

  

  次へ 

前中間会計期間 
（自 平成18年 3月21日 
至 平成18年 9月20日） 

当中間会計期間
（自 平成19年 3月21日 
至 平成19年 9月20日） 

前事業年度 
（自 平成18年 3月21日 
至 平成19年 3月20日） 

（貸借対照表の純資産の部の表示に

関する会計基準等） 

───── （貸借対照表の純資産の部の表示に

関する会計基準等） 

 当中間会計期間から「貸借対照表

の純資産の部の表示に関する会計基

準」（企業会計基準委員会 平成17

年12月９日企業会計基準第５号）及

び「貸借対照表の純資産の部の表示

に関する会計基準等の適用指針」

（企業会計基準委員会 平成17年12

月９日企業会計基準適用指針第８

号）を適用しております。 

 従来の「資本の部」の合計に相当

する金額は4,414,280千円でありま

す。 

 なお、当中間会計期間における中

間貸借対照表の純資産の部について

は、中間財務諸表等規則の改正に伴

い、改正後の中間財務諸表等規則に

より作成しております。 

   当事業年度より「貸借対照表の純

資産の部の表示に関する会計基準」

（企業会計基準委員会 平成17年12

月９日企業会計基準第５号）及び

「貸借対照表の純資産の部の表示に

関する会計基準等の適用指針」（企

業会計基準委員会 平成17年12月９

日企業会計基準適用指針第８号）を

適用しております。 

 これによる損益に与える影響はあ

りません。 

 従来の「資本の部」の合計に相当

する金額は4,234,383千円でありま

す。 

 なお、当事業年度における貸借対

照表の純資産の部については、財務

諸表等規則の改正に伴い、改正後の

財務諸表等規則により作成しており

ます。 

前中間会計期間
（自 平成18年３月21日 
至 平成18年９月20日） 

当中間会計期間
（自 平成19年３月21日 
至 平成19年９月20日） 

（中間貸借対照表） ───── 

 前中間会計期間において投資その他の資産「その

他」に含めて表示しておりました「破産債権、再生

債権、更生債権その他これらに準ずる債権」は資産

の総額の100分の5を超えたため、当中間会計期間よ

り区分掲記することといたしました。 

 なお、前中間会計期間の「その他」に含まれてい

る「破産債権、再生債権、更生債権その他これらに

準ずる債権」は418,936千円であります。 

  



注記事項 

（中間貸借対照表関係） 

  

 

前中間会計期間末 
（平成18年９月20日） 

当中間会計期間末
（平成19年９月20日） 

前事業年度 
（平成19年３月20日） 

※１．有形固定資産の減価償却累計額 ※１．有形固定資産の減価償却累計額 ※１．有形固定資産の減価償却累計額 

658,868千円 582,575千円 567,533千円 

※２．消費税等の取扱い ※２．消費税等の取扱い ２．    ───── 

仮払消費税等及び仮受消費税等は、

相殺のうえ、流動負債の「未払消費

税等」として表示しております。 

同左   



（中間損益計算書関係） 

  

  

  次へ 

前中間会計期間 
（自 平成18年３月21日 
至 平成18年９月20日） 

当中間会計期間
（自 平成19年３月21日 
至 平成19年９月20日） 

前事業年度 
（自 平成18年３月21日 
至 平成19年３月20日） 

※１．営業外収益のうち主要なもの ※１．営業外収益のうち主要なもの ※１．営業外収益のうち主要なもの 
  

受取利息 577千円

受取配当金 2,672千円

  
受取利息 2,112千円

受取配当金 2,871千円

受取利息 1,871千円

受取配当金 7,418千円

※２．営業外費用のうち主要なもの ※２．営業外費用のうち主要なもの ※２．営業外費用のうち主要なもの 
  

支払利息 12,443千円
  

支払利息 4,844千円 支払利息 19,306千円

※３．特別利益のうち主要なもの ※３．特別利益のうち主要なもの ※３．特別利益のうち主要なもの 
  

固定資産売却益  

 土地・建物 95,708千円

役員退職慰労引当金 

戻入額 

26,159千円

           ───── 固定資産売却益 101,420千円

役員退職慰労引当金 

戻入額 

26,159千円

※４．特別損失のうち主要なもの ※４．特別損失のうち主要なもの ※４．特別損失のうち主要なもの 
  

  
投資有価証券評価損 6,325千円

  

  
投資有価証券評価損 5,052千円 投資有価証券評価損 11,232千円

減損損失 40,398千円

 ５．    ─────  ５．    ───── ※５．減損損失 

      当事業年度において、当社は以下の資

産グループについて減損損失を計上い

たしました。 

    
用途 種類 場所 

減損損失 
（千円） 

総合工
事業 

リース
資産 

東京都豊
島区他 

40,398 

     当社は、事業の業務別を基礎とし、資

産のグルーピングをしております。総合

工事業務については、当初の想定と比べ

収益性が著しく低下し、営業活動から生

じる損益が継続してマイナスとなってお

り、かつキャッシュ・フローの見積総額

が事業用資産の帳簿価額を下回るため、

当該資産グループの帳簿価額を回収可能

価額まで減額し、当該減少額を減損損失

（40,398千円）として特別損失に計上い

たしました。その内訳は、リース資産

35,911千円、建物685千円、工具・器具・

備品2,972千円、ソフトウェア783千円及

び長期前払費用46千円であります。 

 なお、当該資産グループの回収可能価

額は使用価値により測定しており、将来

キャッシュ・フローは4.6％の割引率を想

定しております。 

 ６．減価償却実施額  ６．減価償却実施額  ６．減価償却実施額 
  

有形固定資産 18,540千円

無形固定資産 1,265千円

長期前払費用 4,303千円

  
有形固定資産 16,015千円

無形固定資産 649千円

長期前払費用 675千円

有形固定資産 37,361千円

無形固定資産 2,399千円

長期前払費用 8,806千円



（中間株主資本等変動計算書関係） 

前中間会計期間（自 平成18年３月21日 至 平成18年９月20日） 

１．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項 

（注）普通株式の自己株式の株式数の減少2,000株は、新株予約権（ストック・オプション）の権利行使によるものであります。 

  

２．新株予約権等に関する事項 

（注）平成14年新株予約権の減少は、退職によるものであります。 

   平成15年新株予約権の減少は、権利行使によるものが2,000株、退職によるものが17,500株であります。 

   平成16年新株予約権の減少は、退職によるものであります。 

  

３．配当に関する事項 

  該当事項はありません。 

  

当中間会計期間（自 平成19年３月21日 至 平成19年９月20日） 

１．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項 

  
 

  
前事業年度末株式
数（株） 

当中間会計期間増
加株式数（株） 

当中間会計期間減
少株式数（株） 

当中間会計期間末
株式数（株） 

発行済株式 

普通株式 15,280,000 － － 15,280,000 

合計 15,280,000 － － 15,280,000 

自己株式 

普通株式 266,800 － 2,000 264,800 

合計 266,800 － 2,000 264,800 

区分 新株予約権の内訳

新株予約権
の目的とな
る株式の種
類 

新株予約権の目的となる株式の数（株） 
当中間会計
期間末残高
（千円） 

前事業年度
末 

当中間会計
期間増加 

当中間会計
期間減少 

当中間会計
期間末 

提出会社 平成14年新株予約権 普通株式 144,300 － 15,000 129,300 －

  
平成15年新株予約権 普通株式 135,000 － 19,500 115,500 －

平成16年新株予約権 普通株式 215,500 － 29,500 186,000 －

合計 － 494,800 － 64,000 430,800 －

  
前事業年度末株式
数（株） 

当中間会計期間増
加株式数（株） 

当中間会計期間減
少株式数（株） 

当中間会計期間末
株式数（株） 

発行済株式 

普通株式 15,280,000 － － 15,280,000 

合計 15,280,000 － － 15,280,000 

自己株式 

普通株式 264,800 － － 264,800 

合計 264,800 － － 264,800 



２．新株予約権等に関する事項 

（注）平成14年新株予約権の減少は、権利行使期間満了による失効が112,100株、退職によるものが6,200株であります。 

   平成15年新株予約権の減少は、退職によるものであります。 

   平成16年新株予約権の減少は、退職によるものであります。 

  

３．配当に関する事項 

  該当事項はありません。 

  

前事業年度（自 平成18年３月21日 至 平成19年３月20日） 

１．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項 

（注）普通株式の自己株式の株式数の減少2,000株は、新株予約権（ストック・オプション）の権利行使によるものであります。 

  

２．新株予約権等に関する事項 

（注）平成14年新株予約権の減少は、退職によるものであります。 

   平成15年新株予約権の減少は、権利行使によるものが2,000株、退職によるものが27,500株であります。 

   平成16年新株予約権の減少は、退職によるものであります。 

   上記の新株予約権は、すべて権利行使可能なものであります。 

  

 

区分 新株予約権の内訳

新株予約権
の目的とな
る株式の種
類 

新株予約権の目的となる株式の数（株） 
当中間会計
期間末残高
（千円） 

前事業年度
末 

当中間会計
期間増加 

当中間会計
期間減少 

当中間会計
期間末 

提出会社 平成14年新株予約権 普通株式 118,300 － 118,300 － －

  
平成15年新株予約権 普通株式 105,500 － 4,500 101,000 －

平成16年新株予約権 普通株式 172,500 － 13,500 159,000 －

合計 － 396,300 － 136,300 260,000 －

  
前事業年度末株式
数（株） 

当事業年度増加株
式数（株） 

当事業年度減少株
式数（株） 

当事業年度末株式
数（株） 

発行済株式 

普通株式 15,280,000 － － 15,280,000 

合計 15,280,000 － － 15,280,000 

自己株式 

普通株式 266,800 － 2,000 264,800 

合計 266,800 － 2,000 264,800 

区分 新株予約権の内訳

新株予約権
の目的とな
る株式の種
類 

新株予約権の目的となる株式の数（株） 
当事業年度
末残高 
（千円） 

前事業年度
末 

当事業年度
増加 

当事業年度
減少 

当事業年度
末 

提出会社 平成14年新株予約権 普通株式 144,300 － 26,000 118,300 －

  
平成15年新株予約権 普通株式 135,000 － 29,500 105,500 －

平成16年新株予約権 普通株式 215,500 － 43,000 172,500 －

合計 － 494,800 － 98,500 396,300 －



３．配当に関する事項 

  該当事項はありません。 

  

（中間キャッシュ・フロー計算書関係） 

  

  

  次へ 

  

前中間会計期間 
（自 平成18年３月21日 
至 平成18年９月20日） 

当中間会計期間
（自 平成19年３月21日 
至 平成19年９月20日） 

前事業年度 
（自 平成18年３月21日 
至 平成19年３月20日） 

※  現金及び現金同等物の中間期末残高

と中間貸借対照表に掲記されている

科目の金額との関係 

※  現金及び現金同等物の中間期末残高

と中間貸借対照表に掲記されている

科目の金額との関係 

※  現金及び現金同等物の期末残高と貸

借対照表に掲記されている科目の金

額との関係 

（平成18年９月20日現在） （平成19年９月20日現在） （平成19年３月20日現在） 
  

  （千円）

現金及び預金勘定 1,454,539 

別段預金 △239 

現金及び現金同等物 1,454,300 

 
  （千円）

現金及び預金勘定 1,251,770 

別段預金 △253 

現金及び現金同等物 1,251,516 

  （千円）

現金及び預金勘定 1,394,375 

別段預金 △120 

現金及び現金同等物 1,394,255 



（リース取引関係） 

  

  

  次へ 

前中間会計期間 
（自 平成18年３月21日 
至 平成18年９月20日） 

当中間会計期間
（自 平成19年３月21日 
至 平成19年９月20日） 

前事業年度 
（自 平成18年３月21日 
至 平成19年３月20日） 

リース物件の所有権が借主に移転すると認め

られるもの以外のファイナンス・リース取引 

リース物件の所有権が借主に移転すると認め

られるもの以外のファイナンス・リース取引 

リース物件の所有権が借主に移転すると認め

られるもの以外のファイナンス・リース取引 

１．リース物件の取得価額相当額、減価償却

累計額相当額及び中間期末残高相当額 

１．リース物件の取得価額相当額、減価償却

累計額相当額、減損損失累計額相当額及

び中間期末残高相当額 

１．リース物件の取得価額相当額、減価償却

累計額相当額、減損損失累計額相当額及

び期末残高相当額 
  

  

  

取得価
額相当
額 
（千円） 

減価償
却累計
額相当
額 
（千円） 

中間期
末残高
相当額 
（千円）

(有形固定資産) 
その他 

108,369 39,555 68,814

合計 108,369 39,555 68,814

  

  

取得価
額相当
額 
（千円）

減価償
却累計
額相当
額 
（千円）

減損損
失累計
額相当
額 
（千円）

中間期
末残高
相当額 
（千円）

(有形
固定 
資産) 
その
他 

109,757 52,148 23,837 33,771

合計 109,757 52,148 23,837 33,771

取得価
額相当
額 
（千円）

減価償
却累計
額相当
額 
（千円） 

減損損
失累計
額相当
額 
（千円） 

期末残
高相当
額 
（千円）

(有形
固定 
資産)
その
他 

113,510 48,468 35,911 29,130

合計 113,510 48,468 35,911 29,130

（注）取得価額相当額は、未経過リース料中

間期末残高が有形固定資産の中間期末

残高等に占める割合が低いため、支払

利子込み法により算定しております。 

（注） 

同左 

（注）取得価額相当額は、未経過リース料期

末残高が有形固定資産の期末残高等に

占める割合が低いため、支払利子込み

法により算定しております。 

２．未経過リース料中間期末残高相当額 ２．未経過リース料中間期末残高相当額等 

未経過リース料中間期末残高相当額 

２．未経過リース料期末残高相当額等 

未経過リース料期末残高相当額 
  

  

１年内 22,340千円

１年超 46,474千円

合計 68,814千円

  
１年内 14,133千円

１年超 19,638千円

合計 33,771千円

リース資産減損勘定の
残高 

23,837千円

１年内 21,940千円

１年超 43,101千円

合計 65,042千円

リース資産減損勘定の
残高 

35,911千円

（注）未経過リース料中間期末残高相当額

は、未経過リース料中間期末残高が有

形固定資産の中間期末残高等に占める

割合が低いため、支払利子込み法によ

り算定しております。 

（注） 

同左 

（注）未経過リース料期末残高相当額は、未

経過リース料期末残高が有形固定資産

の期末残高等に占める割合が低いた

め、支払利子込み法により算定してお

ります。 

３．支払リース料及び減価償却費相当額 ３．支払リース料、リース資産減損勘定の取

崩額及び減価償却費相当額 

３．支払リース料、減価償却費相当額及び減

損損失 
  

  

支払リース料 11,414千円

減価償却費相当額 11,414千円

  
支払リース料 19,420千円

リース資産減損勘定の取
崩額 

12,073千円

減価償却費相当額 7,347千円   

支払リース料 23,033千円

減価償却費相当額 23,033千円

減損損失 35,911千円

４．減価償却費相当額の算定方法 ４．減価償却費相当額の算定方法 ４．減価償却費相当額の算定方法 

リース期間を耐用年数とし、残存価額を

零とする定額法によっております。 

同左 同左 



（有価証券関係） 

前中間会計期間末（平成18年９月20日現在） 

  

１．その他有価証券で時価のあるもの 

  

２．時価評価されていない主な有価証券の内容 

（注） 当中間会計期間において6,325千円の減損処理を行っております。 

  

当中間会計期間末（平成19年９月20日現在） 

  

１．その他有価証券で時価のあるもの 

  

２．時価評価されていない主な有価証券の内容 

（注） 当中間会計期間において4,594千円の減損処理を行っております。 

  

前事業年度末（平成19年３月20日現在） 

  

１．その他有価証券で時価のあるもの 

  

２．時価評価されていない主な有価証券の内容 

（注） 当事業年度において11,232千円の減損処理を行っております。 

なお、減損処理にあたっては、期末における時価が取得原価に比べ50％以上下落した場合には全て減損処理を行い、30％～

50％程度下落した場合には、回復可能性等を考慮して必要と認められた額について減損処理を行っております。 

 

  取得原価（千円）
中間貸借対照表計上額

（千円） 
差額（千円） 

株式 6,101 9,444 3,343 

合計 6,101 9,444 3,343 

  中間貸借対照表計上額（千円） 

その他有価証券 

非上場株式 516,375 

その他 1,311 

  取得原価（千円）
中間貸借対照表計上額

（千円） 
差額（千円） 

株式 6,924 7,768 843 

合計 6,924 7,768 843 

  中間貸借対照表計上額（千円） 

その他有価証券 

非上場株式 468,802 

その他 － 

  取得原価（千円）
貸借対照表計上額

（千円） 
差額（千円） 

株式 6,728 10,487 3,759 

合計 6,728 10,487 3,759 

  貸借対照表計上額（千円） 

その他有価証券 

非上場株式 511,827 

その他 839 



（デリバティブ取引関係） 

前中間会計期間（自 平成18年３月21日 至 平成18年９月20日） 

１．取引の状況に関する事項 

①取引の内容及び利用目的等 

当社の利用しているデリバティブ取引は、金利スワップ取引であります。借入金利の将来の金利市場における利率変動リ

スクを回避する目的で利用しております。 

ａ．ヘッジ会計の方法 

金利スワップ取引については、特例処理の要件を満たしておりますので、特例処理を採用しております。 

ｂ．ヘッジ手段とヘッジ対象 

ヘッジ手段・・・金利スワップ取引 

ヘッジ対象・・・借入利息 

ｃ．ヘッジ方針 

当社は、借入金利の将来の金利変動リスクをヘッジする目的にのみ取引を限定する方針であります。 

ｄ．ヘッジ有効性評価の方法 

当社の行っている取引は金利スワップ取引のみであり、その全てが特例処理の要件を満たしているため、その判定を

もってヘッジ有効性評価の判定に代えております。 

②取引に対する取組方針 

当社は、現在及び将来の金利変動リスクを軽減または回避することを目的としており、投機的な取引は行わない方針であ

ります。 

③取引に係るリスク内容 

当社が利用している金利スワップ取引については、市場金利の変動によるリスクを有しております。なお、当社の金利ス

ワップ取引の契約先は、信用度の高い国内の取引金融機関であるため、相手方の契約不履行によるリスクはほとんどない

と認識しております。 

④取引に係るリスク管理体制 

金利スワップ取引の契約は、すべて社長決裁に基づき行われ、取引の実行及び管理は経理部において行っております。 

  

２．取引の時価等に関する事項 

ヘッジ会計を適用しているため、記載を省略しております。 

  

当中間会計期間（自 平成19年３月21日 至 平成19年９月20日） 

 該当事項はありません。 

  

 



前事業年度（自 平成18年３月21日 至 平成19年３月20日） 

１．取引の状況に関する事項 

①取引の内容及び利用目的等 

当社の利用しているデリバティブ取引は、金利スワップ取引であります。借入金利の将来の金利市場における利率変動リ

スクを回避する目的で利用しております。 

ａ．ヘッジ会計の方法 

金利スワップ取引については、特例処理の要件を満たしておりますので、特例処理を採用しております。 

ｂ．ヘッジ手段とヘッジ対象 

ヘッジ手段・・・金利スワップ取引 

ヘッジ対象・・・借入利息 

ｃ．ヘッジ方針 

当社は、借入金利の将来の金利変動リスクをヘッジする目的にのみ取引を限定する方針であります。 

ｄ．ヘッジ有効性評価の方法 

当社の行っている取引は金利スワップ取引のみであり、その全てが特例処理の要件を満たしているため、その判定を

もってヘッジ有効性評価の判定に代えております。 

②取引に対する取組方針 

当社は、現在及び将来の金利変動リスクを軽減または回避することを目的としており、投機的な取引は行わない方針であ

ります。 

③取引に係るリスク内容 

当社が利用している金利スワップ取引については、市場金利の変動によるリスクを有しております。なお、当社の金利ス

ワップ取引の契約先は、信用度の高い国内の取引金融機関であるため、相手方の契約不履行によるリスクはほとんどない

と認識しております。 

④取引に係るリスク管理体制 

金利スワップ取引の契約は、すべて社長決裁に基づき行われ、取引の実行及び管理は経理部において行っております。 

  

２．取引の時価等に関する事項 

該当事項はありません。 

  

 



（ストック・オプション等関係） 

前中間会計期間（自 平成18年３月21日 至 平成18年９月20日） 

及び当中間会計期間（自 平成19年３月21日 至 平成19年９月20日） 

 該当事項はありません。 

前事業年度（自 平成18年３月21日 至 平成19年３月20日） 

１．ストック・オプションの内容 

（注） 株式数に換算して記載しております。 

  

  

  次へ 

  
平成14年 

ストック・オプション 
平成15年

ストック・オプション 
平成16年 

ストック・オプション 

付与対象者の区分及び数 
取締役      9名
親会社使用人   3名 
従業員     133名 

取締役      7名
従業員     129名 

取締役      5名 
従業員     139名 

ストック・オプション数 普通株式  295,900株 普通株式  299,000株 普通株式  300,000株 

付与日 平成14年10月４日 平成15年10月１日 平成16年10月６日 

権利確定条件 

付与日（平成14年10月４
日）以降、権利確定日（平
成16年８月21日）まで継続
して勤務していること。 

付与日（平成15年10月１
日）以降、権利確定日（平
成17年８月21日）まで継続
して勤務していること。 

付与日（平成16年10月６
日）以降、権利確定日（平
成18年８月21日）まで継続
して勤務していること。 

対象勤務期間 
２年間（自平成14年10月４
日至平成16年８月21日） 

２年間（自平成15年10月１
日至平成17年８月21日） 

２年間（自平成16年10月１
日至平成18年８月21日） 

権利行使期間 権利確定後３年以内。 権利確定後３年以内。 権利確定後３年以内。 



（持分法損益等） 

前中間会計期間（自 平成18年３月21日 至 平成18年９月20日）、 

当中間会計期間（自 平成19年３月21日 至 平成19年９月20日） 

及び前事業年度（自 平成18年３月21日 至 平成19年３月20日） 

 該当事項はありません。 

  

 



（１株当たり情報） 

（注） １株当たり中間（当期）純損失の算定上の基礎は、次のとおりであります。 

  

（重要な後発事象） 

前中間会計期間（自 平成18年３月21日 至 平成18年９月20日） 

 該当事項はありません。 

  

当中間会計期間（自 平成19年３月21日 至 平成19年９月20日） 

 当社は、平成19年９月28日付で、福岡地方裁判所において、次の内容による訴訟の提起を受けました。 

① 訴訟の経緯及び内容 

当社は、石の癒株式会社に対し工事請負契約及び業務提携覚書により岩盤浴施設の施工を請負、納入いたしました。し

かしながら、同社は工事に瑕疵があると主張し、当該契約に基づく瑕疵の修補に代わる損害賠償請求の提訴に至った次

第であります。 

② 損害賠償請求額 

54,243千円 

③ 当社といたしましては、工事請負契約及び業務提携覚書に従って施設を施工、納入しており、損害賠償責任を負う原因

は無いと考えております。裁判では当社の正当性を主張していく方針であります。 

  

前事業年度（自 平成18年３月21日 至 平成19年３月20日） 

 該当事項はありません。 

  

  

前中間会計期間 
（自 平成18年３月21日 
至 平成18年９月20日） 

当中間会計期間
（自 平成19年３月21日 
至 平成19年９月20日） 

前事業年度 
（自 平成18年３月21日 
至 平成19年３月20日） 

    

１株当たり純資産額 293.99円

１株当たり中間純損失 17.72円

    

１株当たり純資産額 271.59円

１株当たり中間純損失 10.30円

１株当たり純資産額 282.01円

１株当たり当期純損失 29.73円

 なお、潜在株式調整後１株当たり

中間純利益については、潜在株式は

存在するものの１株当たり中間純損

失であるため記載しておりません。 

同左  なお、潜在株式調整後１株当たり

当期純利益については、潜在株式は

存在するものの１株当たり当期純損

失であるため記載しておりません。 

  
前中間会計期間

(自 平成18年３月21日 
至 平成18年９月20日)

当中間会計期間
(自 平成19年３月21日 
至 平成19年９月20日)

前事業年度 
(自 平成18年３月21日 
至 平成19年３月20日)

１株当たり中間（当期）純損失金額      

中間（当期）純損失（千円） 266,040 154,646 446,470 

普通株主に帰属しない金額（千円） ────── ────── ────── 

普通株式に係る中間（当期）純損失

（千円） 
266,040 154,646 446,470 

期中平均株式数（千株） 15,014 15,015 15,015 

希薄化効果を有しないため、潜在株式

調整後１株当たり中間（当期）純利益

の算定に含めなかった潜在株式の概要 

新株予約権３種類（新

株予約権の数4,308

個）。 

新株予約権２種類（新

株予約権の数2,600

個）。 

新株予約権３種類（新

株予約権の数3,963

個）。 

  

なお、これらの概要は

「第４ 提出会社の状

況、１ 株式等の状

況、(2）新株予約権等

の状況」に記載のとお

りであります。 

なお、これらの概要は

「第４ 提出会社の状

況、１ 株式等の状

況、(2）新株予約権等

の状況」に記載のとお

りであります。 

なお、これらの概要は

「第４ 提出会社の状

況、１ 株式等の状

況、(2）新株予約権等

の状況」に記載のとお

りであります。 



(2）【その他】 

 該当事項はありません。 

  



第６【提出会社の参考情報】 
  

 当中間会計期間の開始日から半期報告書提出日までの間に、次の書類を提出しております。 

  

(1）有価証券報告書及びその添付書類 

事業年度（第34期）（自 平成18年３月21日 至 平成19年３月20日）平成19年６月14日関東財務局長に提出 

  

 



第二部【提出会社の保証会社等の情報】 
  

 該当事項はありません。 

  

  



  

  

  

  

  

  

  

  

  

独立監査人の中間監査報告書 

    平成１８年１２月１４日 

株式会社 日商インターライフ   

  取締役会 御中 

  あずさ監査法人   

  
指定社員 

業務執行社員 
  公認会計士 牧野 隆一  印 

  
指定社員 

業務執行社員 
  公認会計士 山田 雄一  印 

 当監査法人は、証券取引法第１９３条の２の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている

株式会社日商インターライフの平成１８年３月２１日から平成１９年３月２０日までの第34期事業年度の中間会計期

間（平成１８年３月２１日から平成１８年９月２０日まで）に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間

損益計算書、中間株主資本等変動計算書及び中間キャッシュ・フロー計算書について中間監査を行った。この中間財

務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明することに

ある。 

 当監査法人は、我が国における中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中

間財務諸表には全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽の表示

がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。中間監査は分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応

じて追加の監査手続を適用して行われている。当監査法人は、中間監査の結果として中間財務諸表に対する意見表明

のための合理的な基礎を得たと判断している。 

 当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準

拠して、株式会社日商インターライフの平成１８年９月２０日現在の財政状態並びに同日をもって終了する中間会計

期間（平成１８年３月２１日から平成１８年９月２０日まで）の経営成績及びキャッシュ・フローの状況に関する有

用な情報を表示しているものと認める。 

  

 会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。 

以 上

 （注） 上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（半期報告書提出

会社）が別途保管しております。 



  

  

  

  

  

  

  

  

  

独立監査人の中間監査報告書 

    平成１９年１２月１９日 

株式会社 日商インターライフ   

  取締役会 御中 

  あずさ監査法人   

  
指定社員 

業務執行社員 
  公認会計士 牧野 隆一  印 

  
指定社員 

業務執行社員 
  公認会計士 中泉 敏   印 

 当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げ

られている株式会社日商インターライフの平成１９年３月２１日から平成２０年３月２０日までの第35期事業年度の

中間会計期間（平成１９年３月２１日から平成１９年９月２０日まで）に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対

照表、中間損益計算書、中間株主資本等変動計算書及び中間キャッシュ・フロー計算書について中間監査を行った。

この中間財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明

することにある。 

 当監査法人は、我が国における中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中

間財務諸表には全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽の表示

がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。中間監査は分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応

じて追加の監査手続を適用して行われている。当監査法人は、中間監査の結果として中間財務諸表に対する意見表明

のための合理的な基礎を得たと判断している。 

 当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準

拠して、株式会社日商インターライフの平成１９年９月２０日現在の財政状態並びに同日をもって終了する中間会計

期間（平成１９年３月２１日から平成１９年９月２０日まで）の経営成績及びキャッシュ・フローの状況に関する有

用な情報を表示しているものと認める。 

  

 会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。 

以 上

 （注） 上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（半期報告書提出

会社）が別途保管しております。 
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